
 

三重とこわか国体・三重とこわか大会に係る傷害保険、 

賠償総合保険及び動産責任保険業務 契約書(案) 

 

１ 案  件  名   三重とこわか国体・三重とこわか大会に係る傷害保険、賠償責任 

保険及び動産総合保険業務 

 

２ 契 約 期 間   自 令和３年 ５月 １日（土）午前 ０時００分  

至 令和３年１０月３１日（日）午後１２時００分 

 

３ 契 約 金 額   金         円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金       円 

 

４ 契 約 保 証 金   金       円（又は免除） 

 

発注者「三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会」（以下「甲」という。）と、

受注者「       」（以下「乙」という。）との間において、上記について契約を締

結し、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会財務会計規程、三重県会計規則

（平成 18年三重県規則第 69号。以下「会計規則」という。）及び次の条件によって互い

に契約を履行する。 

この契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ１通を

保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（甲）住  所  三重県津市広明町 13番地 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会 

 

会長   鈴 木   英 敬     印 

 

 

（乙）住  所  （所在地） 

 

氏 名                印 

 

（名称及び代表者名） 

  



 

（契約の目的） 

第１条 この契約は、三重とこわか国体・三重とこわか大会（三重とこわか大会のリハーサ 

ル大会を含む）の開催・開催準備に参加する者、従事する者に対する傷害保険への加入、

開催・開催準備業務において第三者に対して法律上の損害賠償責任を負う場合の賠償責

任保険への加入及び動産総合保険への加入を目的とする。 

 

（対象者および対象物） 

第２条 傷害保険の対象者並びに賠償責任保険、及び動産総合保険の対象物は、別に定める 

仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

（保険料） 

第３条 保険料は、    円とする。ただし、この契約締結後の事情により、業務内容の 

 全部または一部を変更することができる。この場合において、保険料を変更する必要があ 

 るときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。なお、傷害保険および一部 

 の賠償責任保険については、業務終了後実際の人数、数量等に基づいて算出された確定保 

険料により精算を行うものとする。 

 

（保険内容） 

第４条 保険内容は、仕様書及び個別仕様書のとおりとする。 

 ２ 傷害保険死亡保険金は、傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から 180日以内 

  に死亡したときは、その相続人に対して死亡保険金を支払うものとする。 

 ３ 後遺障害保険金は、傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から 180日以内に後 

  遺障害を生じたときは、その者に対して後遺障害保険金を支払うものとする。 

 ４ 入院保険金及び通院保険金は、傷害事故を直接の原因として、入院又は通院した 

  日数に応じて、その者に支払うものとする。なお、入院保険金については、事故のあっ 

た日から 180日までの間において 90日を限度とする。 

 

（調査等） 

第５条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し保険業務の処理状況について報告もし 

 くは資料の提出を求め、又は、必要な指示を与えることができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第６条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては 

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りではない。 

 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、保険業務の実施を自ら行うものとし、業務の全部又は一部を第三者に委託 

 し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この 

限りではない。 

 



 

（保険料の支払い） 

第８条 乙は、本件保険契約締結後、甲に対して保険料の支払を請求するものとし、甲は 

乙からの適法な請求書を受理したときは、速やかに概算払の方法により支払うものとす 

る。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに保険料を支払わない場合 

 は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に 

 関する法律（昭和 24年法律第 256号）第８条の規定により定められた割合で計算した

金額を遅延利息として請求することができる。 

 

（履行遅延） 

第９条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないと 

きは、遅延日数に応じ会計規則第 81条で定める割合で計算した金額を違約金として徴収 

する。 

 

（契約の解除） 

第 10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するとき、又はそのおそれがあることが明らか 

 なときは、催告なしにこの契約を解除し、または変更することができる。 

 （１） その責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 

（２） この契約を履行せず、又は履行を継続することができないと認められるとき。 

 （３） 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

 （４） 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

 （５） 契約の解除を申し出たとき。 

 （６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２ 

     条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団

員と密接な関係を有していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第 11条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として保険契約期間 

 全期分の保険料の 100分の 10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違 

約金の額を超える損害が発生した場合は、甲はその超過額を請求することができる。 

 

（損害賠償請求権） 

第 12条 乙は、保険業務の実施にあたり、乙の故意又は過失により甲又は第三者に損害を 

与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。 

２ 前項の損害賠償の額は、甲が実際に被った損害額とする。 

３ 天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意 

義務を怠らなかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。 

４ 保険業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による 

場合を除き、乙はその損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力に 

よる場合は、その負担について、甲と乙が協議して定める。 



 

（事務手続き等） 

第 13条 乙は、第４条に掲げる精算を含む保険業務が完了した場合は、業務完了報告書を 

甲に提出するものとする。 

 

（保険事故対応等） 

第 14条 保険契約期間中に事故が生じた場合、甲は乙の指定する事故報告書を提出する 

ものとする。 

 ２ 保険の対象者名簿は、甲の備え付けとし、保険金額の支払い等が生じる場合、又は 

疑義が発生した場合に乙に提出する。 

 ３ 損害賠償責任事故による乙に対する保険金の請求は、甲と被害者の間の法律上の 

問題が解決した後、甲が乙の指定する保険金請求書に必要な書類を添付して行うもの

とする。 

 ４ 傷害保険による乙に対する保険金の請求は、当該被保険者の治療が終わった後、 

もしくは事故の日より 180日を経過したとき、当該被保険者が乙の指定する保険金 

請求書に必要な書類を添付して行うものとする。 

 ５ 前項の場合において、当該被保険者が死亡した場合は、死亡した者の相続人がその 

  請求を行うものとする。 

 ６ 乙は、保険金を支払うときは、保険金請求者が指定する金融機関の口座に振り込む 

  ものとする。また、第４項及び第５項に規定する保険金を支払うときは、併せて甲 

  に対してその旨を文書により通知するものとする。 

 

（紛争の解決） 

第 15条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない 

 場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した 

 者のあっせんまたは調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する 

 費用は甲乙協議して特別な定めをしたものを除き各自これを負担する。 

 

（管轄裁判所） 

第 16条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意 

 管轄裁判所とする。 

 

（秘密の保持） 

第 17条 甲及び乙は、本業務に当たって知り得た業務上の秘密および甲の行政事務など 

 で一般に公表されていない事項を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 18条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

 



 

（補則） 

第 19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 

 

 


